
令和４年１１月 

 事  業  主  様 

（給与事務ご担当者様）                                              津山市税務部課税課 

令和５年度 給与支払報告書の提出について 

  

 平素から津山市の税務行政につきまして格別のご理解、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、事業主が従業員・雇人（家族等の事業専従者を含む）に対して給与・賃金・賞与等を支払った場合には、原則とし

て退職者を含むその全ての方について、支払額及びその他必要事項を記入した給与支払報告書（総括表及び個人別

明細書）を市町村に提出していただくことが地方税法により義務付けられています。下記の提出期限までにご提出いた

だきますようお願いします。  

 

 

 

 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、給与支払報告書（総括表及び個人別明細書）には給与支

払者及び給与受給者とその扶養親族等のマイナンバー（個人番号または法人番号）を記載する必要があります。 

 

個人別明細書の「普通徴収」の項目に必ず入力した上で、摘要欄に普通徴収に該当する理由の記号（Ａ～Ｇ）又は略

語を入力してください。 

記号 略語(例) 普 通 徴 収 理 由 

Ａ ２名以下 受給者総人員（下記Ｂ～Ｇの該当者を除く）が２名以下 

Ｂ 他 特 徴 他の支払者から支給される給与から特別徴収されている（乙欄該当者） 

Ｃ 少  額 毎月の給与支払額が少額で、個人住民税を引ききれない 

Ｄ 不 定 期 給与が毎月支給されていない（不定期受給） 

Ｅ 専 従 者 専従者給与が支給されている（支払者が個人事業主のみ対象） 

Ｆ 退 職 者 退職している 又は ５月３１日までに退職予定（休職者含む） 

Ｇ １年未満 雇用契約期間が１年未満 

 

<参考> PCdesk（eLTAX 対応無料ソフトウェア）を使用した場合の個人別明細書の入力画面（例） 

 

 

 

 

 

◎提  出  先   令和５年１月１日現在（または令和４年中の退職時）、受給者の住所地である市町村 

              （※住所地とは住民票の有無を問わず、実際居住しているところを言います） 

◎提出期限   令和５年１月３１日（火）   ≪１月１３日（金）までの提出にご協力ください≫    

  

給与支払報告書（総括表及び個人別明細書）には法人番号・個人番号の記載が必要です 

  

普通徴収の該当者がいる場合の注意点 

 

※個人別明細書摘要欄に「記号」又は

「略語」の記載がない場合は、特別徴

収（給料から天引き）となる可能性が

あります。ただし、「Ｂ」の乙欄該当者

や「Ｆ」の退職者の場合は、個人別明

細書の該当箇所（乙欄・退職日欄）に

記載があれば、摘要欄への普通徴収

該当理由の記入を省略することができ

ます。 

必ず入力してください 
※使用されている法定

調書作成ソフトによっ

て、画面は異なります。 

✔ 



 

 

当市では、eLTAX（地方税ポータルシステム）で給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者の方に対して、

特別徴収税額通知（電子証明付き「正本通知」）又は特別徴収税額通知（電子証明なし「副本通知」）のデータ送信を行

っています。 

eLTAX で給与支払報告書を提出された際の受取方法の希望に沿って５月中旬頃に通知いたしますので、受取方法選

択時には注意をお願いします。  

 

◎受取方法の選択について 

受取方法は３種類ありますので、ご希望の受取方法をご登録ください。 

（１）電子データ（正本） 

（２）書面（正本） 

（３）書面（正本）＋電子データ（副本） 

＊（１）又は（３）を選択した場合は、通知先 e-mailアドレスを入力してください。 

 

 

１．電子データ（正本）を希望される場合、書面での通知は行いません。 

２．給与支払報告書の提出期限を過ぎて提出された場合、電子データについては希望に沿えない場合があります。 

３．６月以降に送付する税額決定・変更通知については、特別徴収税額通知のデータ送信は行いません。書面による送

付となりますので、予めご了承ください。 

４．従業員の方にお渡しいただく特別徴収税額通知（納税義務者用）は書面にて送付します。 

５．電子データ（正本又は副本）には個人番号が含まれますので、取扱いには十分ご注意ください。 

 

 

提出期限内に給与支払報告書を提出した後、選択した受取方法を変更されたい場合は、その旨をご連絡いただく必

要がありますので、令和５年３月末までに、課税課市民税係まで電話でご連絡ください。 

その際、電子データ（正本又は副本）での受取方法を希望される場合には、保護番号を送信する先の e-mail アドレス

をお伝えください。 

 

税額通知の受取方法について（お知らせ） 

電子データの注意点 

受取方法を変更する場合 

 《お問い合わせ先》 〒708-8501 岡山県津山市山北５２０  

              津山市役所 税務部課税課市民税係（本庁舎２階３番窓口） 電話 0868-32-2015(直通) 

  

tel:0868-32-2015

